
令和６年度介護保険サービス事業者等に対する集団指導  

西宮市からの伝達事項【資料８ 高齢介護課からの伝達事項】 

伝達事項（高齢介護課） 

 

Ⅰ 過誤申立の電子化について 

（1）令和 7 年 2月受付分より過誤申立の電子申請の受付を開始しました。 

迅速・正確な手続きを行うために、 原則として電子での申請をお願いします。 

（2）電子申請の開始に伴い、過誤申立書の様式（電子申請用）を作成しました。 

電子申請時は新しい様式をご利用ください。 

 

※詳細については、市ホームページ（ページ番号：91835560）をご参照ください。 

https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/kaigojigyo/tetsuzuki/kaigokyufu.html 

 

 

Ⅱ ケアプラン点検について 

令和 6年 1月よりケアプラン点検の委託を開始し、令和 6年度には市内 60事業所に対

して点検を行いました。 

ケアプラン点検は、ケアマネジメントのプロセスを踏まえ利用者の「尊厳の保持」、「自立

支援」に資する適切なケアマネジメントとなっているかを、基本となる事項を介護支援専門

員とともに検証確認しながら、介護支援専門員の「気づき」を促すとともに「自立支援に資

するケアマネジメント」とは何かを追求し、その普遍化を図り健全な給付の実施を支援する

ために行っています。 

なお、ケアプラン点検は、介護支援専門員を批判するものではなく、保険者とともにレベ

ルアップを図るものです。そのため、点検者も介護支援専門員も対等な立場で実施するもの

です。 

 

また、ケアマネジメントに関する基本方針やケアプラン自己点検シートについては、市ホ

ームページ（ページ番号：81248137）に掲載しております。 

 https://www.nishi.or.jp/kurashi/kaigohoken/seidotoriyo/kihonhoushin.html 
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Ⅲ 家事援助限定型訪問サービスについて 

（1）家事援助限定型訪問サービスについて、実施の目的等の再周知を行いますので、ご確

認の上、適正な運営にご協力をお願いいたします。 

詳細については市ホームページ（ページ番号：18014213）をご確認ください。 

https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/kaigojigyo/tetsuzuki/jigyo-kaigoyobo.html 
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（2）令和 6 年度より、介護予防・生活支援員養成研修修了者を雇用して家事援助限定型訪

問サービスを提供された事業者を対象とした給付金制度を創設しました。 

詳細については、市ホームページ（ページ番号：69578477）をご参照ください。 

https://www.nishi.or.jp/jigyoshajoho/kaigojigyo/koyo-kyuhukin.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

【問合せ先】 

西宮市 高齢介護課 給付・適正化チーム 

℡0798-35-3048 


